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○�

平
成
27
年
度
宇
都
宮
市　

一
般
会
計
補
正
予
算

議
案
の
概
要　
総
務
費
で
、

統
一
的
な
基
準
の
地
方
公
会

計
制
度
の
導
入
に
対
応
す
る

た
め
の
シ
ス
テ
ム
改
修
に
伴

う
財
政
事
務
費
、
法
人
市
民

税
等
の
還
付
金
や
固
定
資
産

税
の
返
還
金
が
当
初
見
込
み

を
上
回
っ
た
こ
と
に
伴
う
過

誤
納
還
付
金
及
び
過
誤
納
返

還
金
、
選
挙
権
年
齢
の
引
き

下
げ
に
対
応
す
る
た
め
の
シ

ス
テ
ム
改
修
に
伴
う
選
挙
人

名
簿
調
製
費
を
追
加
計
上
す

る
も
の
。

　
ま
た
、
債

※

務
負
担
行
為
に

つ
い
て
は
、
27
年
度
宇
都
宮

市
土
地
開
発
公
社
に
よ
る
公

共
用
地
先
行
取
得
の
限
度
額

を
変
更
す
る
も
の
。

債
務
負
担
行
為　

　
次
年
度
以
降
に
支
出
が
発

生
す
る
場
合
に
、
議
会
の
議

決
を
経
て
そ
の
期
間
と
金
額

を
設
定
す
る
こ
と
。

委
員
会
の
結
論　
全
会
一
致

で
原
案
の
と
お
り
可
決
。

○
宇
都
宮
市
個
人
番
号
の
利

用
に
関
す
る
条
例
の
制
定

議
案
の
概
要　
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

い
、
同
法
に
規
定
さ
れ
た
事

務
以
外
の
事
務
に
お
け
る
、

個
人
番
号
の
利
用
及
び
個
人

番
号
を
そ
の
内
容
に
含
む
個

人
情
報
の
庁
内
の
部
署
間
で

の
利
用
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
。

委
員
会
の
結
論　
全
会
一
致

で
原
案
の
と
お
り
可
決
。

○
宇
都
宮
市
税
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

一
部
改
正

議
案
の
概
要　
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
の
適
用
で
、

市
が
納
税
義
務
者
に
対
し
て

発
送
す
る
納
付
書
な
ど
に
、

法
人
番
号
を
付
さ
な
い
こ
と

に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
納
付

書
等
の
記
載
事
項
に
つ
い
て

法
人
番
号
を
除
外
す
る
も
の
。

委
員
会
の
結
論　
全
会
一
致

で
原
案
の
と
お
り
可
決
。

○
平
成
27
年
度
宇
都
宮
市　

一
般
会
計
補
正
予
算

議
案
の
概
要　
総
務
費
で
、

防
犯
灯
補
助
金
の
申
請
件
数

が
当
初
見
込
み
を
上
回
っ
た

こ
と
に
伴
う
防
犯
対
策
費
、

民
生
費
で
、
障
が
い
児
通
所

給
付
事
業
の
利
用
者
数
が
当

初
見
込
み
を
上
回
っ
た
こ
と

に
伴
う
児
童
発
達
支
援
費
な

ど
を
追
加
計
上
す
る
も
の
。

質　
疑　
防
犯
灯
補
助
金
の

申
請
件
数
と
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
防
犯

灯
の
新
設
設
置
及
び
蛍
光
灯

か
ら
Ｌ
Ｅ
Ｄ
へ
の
交
換
は
何

割
程
度
で
あ
っ
た
の
か
。
ま

た
、
防
犯
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
率

は
ど
の
程
度
と
な
っ
て
い
る

の
か
。

説　
明　
当
初
の
見
込
み
で

あ
る
５
，
０
６
０
件
に
対
し

て
、１
０
，
４
４
１
件
の
申

請
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
う

ち
、
新
設
設
置
は
99
％
、
交

換
は
99
・
9
％
が
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化

す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

防
犯
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
率
は
、

27
年
度
末
で
37
％
と
な
る
見

込
み
で
あ
り
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
率

100
％
に
向
け
、
今
後
と
も
自

治
会
に
対
し
て
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
へ

の
切
り
替
え
を
働
き
か
け
て

い
く
。

委
員
会
の
結
論　
全
会
一
致

で
原
案
の
と
お
り
可
決
。

○��

指
定
管
理
者
の
指
定

議
案
の
概
要　
夜
間
休
日
救

急
診
療
所
の
指
定
管
理
者
を

指
定
す
る
も
の
。

質　
疑　
夜
間
休
日
救
急
診

療
所
で
は
、
診
療
を
受
け
る

ま
で
の
待
ち
時
間
が
長
い
と

聞
く
が
、
指
定
管
理
者
は
待

ち
時
間
を
短
縮
す
る
た
め

に
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な

努
力
を
し
て
き
た
の
か
。

説　
明　
待
ち
時
間
が
長
く

な
る
時
期
で
は
、
医
師
、
医

療
従
事
者
を
増
員
し
て
対
応

し
、
待
ち
時
間
情
報
シ
ス
テ

ム
を
設
置
す
る
な
ど
、
患
者

の
ス
ト
レ
ス
の
緩
和
と
診
療

ま
で
の
待
ち
時
間
の
解
消
に

効
果
が
出
て
き
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
今
後
も
時
間

の
短
縮
に
努
め
て
い
く
。

委
員
会
の
結
論　
全
会
一
致

で
原
案
の
と
お
り
可
決
。

○
平
成
27
年
度
宇
都
宮
市

　
一
般
会
計
補
正
予
算

議
案
の
概
要　
商
工
費
で
、

企
業
立
地
・
定
着
促
進
拡
大

再
投
資
補
助
金
の
申
請
件
数

が
当
初
見
込
み
を
上
回
っ
た

こ
と
に
伴
う
企
業
誘
致
定
着

促
進
費
、
災
害
復
旧
費
で
、

関
東
・
東
北
豪
雨
に
よ
る
公

共
施
設
な
ど
の
災
害
復
旧
に

伴
う
農
業
施
設
災
害
復
旧
費

を
追
加
計
上
す
る
も
の
。

委
員
会
の
結
論　
全
会
一
致

で
原
案
の
と
お
り
可
決
。

○
指
定
管
理
者
の
指
定

議
案
の
概
要　
バ
ン
バ
市
民

広
場
の
指
定
管
理
者
を
指
定

す
る
も
の
。

意　
見　
指
定
管
理
者
は
清

掃
や
植
木
の
剪せ

ん

定て
い

、
警
備
等

を
行
っ
て
い
る
が
、
経
費
が

か
か
り
過
ぎ
る
。
予
算
に
は

精
査
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の

議
案
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

委
員
会
の
結
論　
起
立
採
決

の
結
果
、原
案
の
と
お
り
可
決
。

○�

森
林
吸
収
源
対
策
に
係
る

安
定
財
源
確
保
及
び
山
村

振
興
対
策
の
推
進
を
求
め

る
陳
情

陳
情
の
趣
旨　
森
林
は
、
国

民
の
安
全
・
安
心
、
国
土
・

環
境
を
守
る
重
要
な
財
産
で

あ
る
が
、
長
期
に
わ
た
る
経

済
低
迷
の
影
響
に
よ
り
、
山

村
の
疲
弊
は
著
し
い
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
森
林
吸

収
源
対
策
に
係
る
予
算
は
、

森
林
整
備
の
必
要
量
を
確
保

で
き
て
お
ら
ず
、
森
林
整
備

推
進
等
の
た
め
の
安
定
財
源

を
確
保
す
る
こ
と
な
ど
２
項

目
に
つ
い
て
、
国
へ
意
見
書

を
提
出
す
る
よ
う
陳
情
す
る
。

意　
見　
森
林
吸
収
源
対
策

は
、
重
要
な
政
策
課
題
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
十
分
な
予
算

確
保
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
地
域
振
興
・
山
村

振
興
も
、
地
方
創
生
の
時
代

に
合
っ
た
重
要
な
政
策
課
題

で
あ
る
。

　
間
伐
な
ど
の
森
林
吸
収
源

対
策
は
、
市
の
森
林
整
備
の

推
進
に
必
要
で
あ
る
た
め
、

採
択
し
た
い
。

委
員
会
の
結
論　
全
会
一
致

で
採
択
。

総
務
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

環
境
経
済
常
任
委
員
会
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